
特別養護老人ホーム 菜の花 入所料金表  
令和 7 年 8 月 1 日改正 

＜３割負担の方＞ 
多床室(４人部屋)をご利用の方 

【１日あたりの利用料金】                            1単位＝10.14円 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

施設サービス利用単位 ５８９単位／日 ６５９単位／日 ７３２単位／日 ８０２単位／日 ８７１単位／日 

介護保険料３割負担分 約 1,792 円／日 約 2,005 円／日 約 2,227 円／日 約 2,440 円／日 約 2,650 円／日 

食   費 １,４４５円 

居 住 費    ９１５円 

 

利用者負担の軽減について 

★ 市町村民税非課税世帯等の皆様には、食費及び居住費が減額されます。 

  第４段階（一般） 第３段階 第２段階 第１段階 

要  件 

世帯員の中に市町

村民税課税者がい

る場合、一般の料金

が適用となります。 

市町村民税世

帯非課税者で、

年金収入等 120

万円超の方② 

市町村民税世

帯非課税者で、

年金収入等 80

万円超 120 万

円以下の方① 

市町村民税世帯非課

税者で、合計所得金

額＋課税年金収入額

が年額８０万円以下

の方 

市町村民税世帯非

課税者で、老齢福

祉年金受給者もし

くは生活保護受給

者の方 

食  費 １,４４５円 １,３６０円 ６５０円 ３９０円 ３００円 

居 住 費 ９１５円 ４３０円 ４３０円 ４３０円 ０円 

※ 上記の制度適用に際しては、「介護保険負担限度額認定証」が必要となります。各市町村の担当窓口へお問い合わせの上、 

申請して下さい。 

個室（従来型個室）をご利用の方  

【１日あたりの利用料金】  

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

施設サービス利用単位 ５８９単位／日 ６５９単位／日 ７３２単位／日 ８０２単位／日 ８７１単位／日 

介護保険料３割負担分 約 1,792 円／日 約 2,005 円／日 約 2,227 円／日 約 2,440 円／日 約 2,650 円／日 

食   費 １,４４５円 

居 住 費 １，２３１円 

 

利用者負担の軽減について 

★ 市町村民税非課税世帯等の皆様には、食費及び居住費が減額されます。 

  第４段階（一般） 第３段階 第２段階 第１段階 

要   件 

世帯員の中に市町

村民税課税者がい

る場合、一般の料金

が適用となります。 

市町村民税世

帯非課税者で、

年金収入等 120

万円超の方② 

市町村民税世

帯非課税者で、

年金収入等 80

万円超 120 万

円以下の方① 

市町村民税世帯非課

税者で、合計所得金

額＋課税年金収入額

が年額８０万円以下

の方 

市町村民税世帯非

課税者で、老齢福

祉年金受給者もし

くは生活保護受給

者の方 

食   費 １,４４５円 １,３６０円 ６５０円 ３９０円 ３００円 

居 住 費 １，２３１円 ８８０円 ８８０円 ４８０円 ３８０円 

※ 上記の制度適用に際しては、「介護保険負担限度額認定証」が必要となります。各市町村の担当窓口へお問い合わせの上、 

申請して下さい。 

 

 



多床室・従来型個室共通料金 

 

【各種加算】 

加算名 単位数 ３割負担 算定要件 

介護職員等処遇改善加算
（Ⅱ） 

ひと月の総単位数 

×13.6％円／月 

介護現場で働く介護職員の処遇向上を目的とし
て加算されます。 

初期加算 
（入所日から 30 日） 

３０単位／日 約９２円／日 
入所された日から 30 日間に限り、加算されま
す。 

安全対策体制加算 
（入所時に１回） 

２０単位／回 約６１円／回 
外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内
に安全対策部門を設置し体制が整備されている
場合、入所時に１回加算されます。 

外泊時費用 
（月に 6 日を限度） 

２４６単位／日 約７４９円／日 
入所者が入院または居宅に外泊した場合、外泊
初日と最終日以外の所定サービス費に代えて加
算されます。 

療養食加算 ６単位／回 約１８円／回 

疾病治療の直接手段として医師の発行する食事
箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を
有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍
食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食
及び特別な場合の検査食の提供が、管理栄養士
又は栄養士によって管理されている場合に加算
されます。 

看護体制加算Ⅰ ４単位／日 約１２円／日 
常勤の看護師を 1 名以上配置した場合に加算さ
れます。 

科学的介護推進体制加算

Ⅰ 
４０単位／月 約１２２円／月 

入所者ごとの心身状況等の基本的な情報を厚生
労働省に提出しており、かつ、必要に応じてサ
ービス計画を見直す等、有効に情報を活用する
ことで加算されます。 

経口移行加算 

（栄養マネジメント加算

を算定している場合） 

２８単位／日 約８５円／日 

医師の指示に基づき、多職種が共同して経管に
より食事を摂取している入所者ごとに経口によ
る食事摂取を進めるための経口移行計画を作成
し、計画に従い医師の指示を受けた管理栄養士
または栄養士による栄養管理及び言語聴覚士ま
たは看護職員による支援が行われた場合に加算
されます。（計画が作成された日から起算して
180 日以内とされるが、経口摂取が一部可能で
あり医師の指示に基づき、継続して栄養管理及
び支援が必要とされる場合は継続が可能） 

経口維持加算（Ⅰ） 

（栄養マネジメント加算
を算定し、経口移行加
算を算定していない場

合） 

４００単位／月 約１,２１７円/月 

経口摂取し、摂取機能障害を有し誤嚥が認めら
れる者に医師の指示に基づき、多職種が共同し
て栄養管理をするための食事の観察及び会議を
行い、入所者ごとに経口維持計画を作成し、計
画に従い医師の指示を受けた管理栄養士又は栄
養士が栄養管理を行った場合に加算されます。 

栄養マネジメント強化加算 １１単位／月 約３３円／月 

低栄養リスクが高い入所者に対し、多職種が協
働して低栄養状態を改善するための計画を作成
し、この計画に基づき、定期的に食事の観察を
行い、入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえ
た栄養・食事調整を行う場合に加算されます。 

特別通院送迎加算 ５９４単位／月 約１，８０７円/月 

透析を要する入所者であって、その家族や病院
等による送迎が困難である等やむを得ない事情
があるものに対して、１月に 12 回以上、通院
のため送迎を行った場合加算されます。 



加算名 単位数 ３割負担 算定要件 

看取り介護加算Ⅰ 

死亡日 
１,２８０単位 

約 
３,８９４円 

医師が医学的知見に基づき回復の見込みがない
と診断した入所者について、その旨を入所者又
はその家族等に説明し、その後の療養及び介護
に関する方針についての同意を得て、入所者の
看取り介護を実施した場合に加算されます。 

死亡日の前日及び
前々日 
６８０単位／日 

約 
２,０６９円/日 

死亡日以前４日以
上３０日以下 
１４４単位／日 

約 
４３８円／日 

死亡日４５日前か
ら３１日前まで 

７２単位／日 
約２１９円／日 

若年性認知症 
  入所者受入加算 

１２０単位／日 約３６５円／日 
６５歳未満で発症した認知症によって要介護と
なった入所者を受け入れた場合に加算されま
す。 

認知症行動・心理症状 
緊急対応加算 

（入所後７日を限度） 
２００単位／日 約６０９円／日 

認知症の症状のため在宅生活が困難であり、緊
急に入所（一時的な入所）することが適当であ
ると医師が判断した場合に加算されます。 

再入所時栄養連携加算 ２００単位／回 
約 
６０９円/回 

介護保険施設の入所者が医療機関に入院し、施
設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要とな
った場合について、施設の管理栄養士が医療機
関の管理栄養士と連携して再入所後の栄養管理
の調整を行った場合に１回限り加算されます。 

退所時等相談援助加算 
1) 退所前訪問相談援助加算

2) 退所後訪問相談援助加算
3) 退所時相談援助加算
4) 退所前連携加算

1) ４６０単位/回
2) ４６０単位/回
3) ４００単位/回

4) ５００単位/回

1)約１,３９９円
2)約１,３９９円
3)約１,２１７円

4)約１,５２１円

(1)退所に先立って、機能訓練指導員等が、入所者が退所後
生活する居宅を訪問し、相談援助を行った場合に加算され
ます。

(2)退所後３０日以内に、当該入所者の居宅を訪問し、相談
援助を行った場合に加算されます。
(3)退所し、居宅において居宅サービス、地域密着型サービ

スを利用する場合において相談援助を行い、かつ同意を得
て市町村及び老人介護支援センタに対して情報提供した場
合に加算されます。

(4)退所に先立って、当該入所者が希望する指定居宅介護支
援事業者に対して、同意を得て介護状況を示す文書を添え
て、必要な情報を提供し、居宅介護支援事業者と連携して、

退所後のサービス調整を行った場合に加算されます。

褥
じょく

瘡
そう

マネジメント加算Ⅰ ３単位／月 約９円／月 
褥瘡発生のリスクについて３月に１回評価し、リス
クがあるとされた入所者に対しケア計画の作成、褥
瘡管理を実施した場合に加算されます。

褥瘡マネジメント加算Ⅱ １３単位／月 約４０円／月 
（Ⅰ）に加え、入所時の評価の結果、褥瘡の発生する
リスクがあるとされた入所者等について、褥瘡が無
い場合に加算されます。

排せつ支援加算Ⅰ １０単位／月 約３０円／月 

排せつに介護を要する入所者等ごとに、入所時等に
評価し、６月に１回、評価を行い、支援計画を作成し、
実施していること。３月に１回、入所者等ごとに支援
計画を見直していることで算定出来ます。 

排せつ支援加算Ⅱ １５単位／月 約４６円／月 
（Ⅰ）に加え入所時と比較し排尿・排便の一方が改善
しいずれにも悪化がない場合に加算されます。 

排せつ支援加算Ⅲ ２０単位／月 約６１円／月 （Ⅱ）に加えオムツ使用ありから使用なしに改善し
ている場合に加算されます。 

※ご本人の状況により対象となります。

【その他料金（実費にてご負担いただくもの）】 

おやつ代 １１０円／日 

テレビ貸出料 ６０円／日 減価償却費相当 

個人使用電気代 
※希望の方 １１０円／日 個人専用の家電製品の電気代（１コンセント当り） 

預り金管理 ※必要な方 ３,０００／月 利用者が所有する現金等の適正な管理を行う。 

理美容代 実 費 カット、カラー、パーマ等

注）料金を掲示したもの以外に、ご利用者からの特段の希望・依頼により購入する日常生活品や、特別な食事等については、 

実費をいただきます。 


